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１．京都手形交換所規則 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条（目的） 

 この規則は、一般社団法人京都銀行協会（以下「協会」という。）の定款（以下「定款」とい

う。）第 4 条第 2 号の規定にもとづき、協会が設置、運営する京都手形交換所（以下「交換所」

という。）の組織および業務の方法について定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な取立を

可能にし、あわせて信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。 

 

第２条（交換所の事業） 

 交換所は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行なう。 

（１）手形、小切手その他の証券の交換決済 

（２）取引停止処分制度の運営 

（３）手形交換に関する資料の収集および配布 

（４）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第３条（参加銀行） 

 交換所の事業に参加するもの（以下「参加銀行」という。）は、つぎの各号にかかげるものと

する。 

（１）第 5 条に規定する社員銀行 

（２）第 6 条に規定する準社員銀行 

（３）第 10 条に規定する客員 

（４）第 11 条に規定する代理交換委託金融機関 

 

第４条（参加銀行の協力） 

 参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互に誠意と信頼

をもってこの事業の遂行に協力するものとする。 

 

 

第２章 参 加 銀 行 

 

第１節 参加および脱退 

 

第５条（社員銀行の参加、脱退等） 

１．協会の社員は、社員の資格を取得した日から交換所の事業に参加し、その資格を喪失し

た日に脱退するものとする。 

２．社員の資格の取得、承継および喪失については、定款で定めるところによる。 

３．第 1 項の規定によりこの事業に参加するものを「社員銀行」という。 

４．社員銀行は､他の社員銀行に代理交換を委託して交換所の事業に参加することができる。

その委託を受けた社員銀行を「受託社員銀行」という。 

５．前項により代理交換を委託して交換所の事業に参加する社員銀行（以下「委託社員銀行」

という。）の参加手続等は、京都手形交換所規則施行細則（以下「細則」という。）で定め

る。 

６．委託社員銀行については、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】で規定する「代理交

換委託金融機関」にかかる第 18 条第 3 項および第 44 条から第 47 条までの規定を準用す

る。 

 

第６条（準社員銀行の参加） 

１．社員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関で、細則で定める基
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準に適合し、交換所の事業に参加しようとするものは、参加の申込書を提出して協会の理

事会（以下「理事会」という。）の承認を得なければならない。 

２．前項の承認を得たものは、第 17 条【加入金の納付】の加入金を完納した日からこの事業

に参加することができる。 

３．前項によりこの事業に参加するものを「準社員銀行」という。 

 

第７条（準社員銀行の脱退）  

準社員銀行は、つぎの各号に一つにでも該当したときは、交換所の事業から脱退するものと

する。 

（１）書面により脱退の申出をしたとき 

（２）第 40 条【交換尻不足金の払込】に規定する借方交換尻の払込みを行なわなかったとき、

または第 41 条【不渡手形の返還】もしくは第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】に

規定する手形の代り金を支払わなかったとき 

（３）整理のために休業したとき 

（４）破産手続開始決定を受けたとき 

（５）解散したとき 

（６）第 8 条にもとづく他の金融機関よる地位の承継 

（７）第 9 条【準社員銀行の除名】に規定する除名の決議があったとき 

 

第８条（準社員銀行の地位の承継）  

 準社員銀行がつぎの各号の一に該当する場合には、各号に定める金融機関は、すでに社員銀 

行または準社員銀行の地位を有しているときを除き、準社員銀行の地位を承継することができ 

る。 

（１）他の金融機関と合併して新金融機関を設立する場合  合併により設立される新金融

機関 

（２）他の金融機関と合併して当該他の金融機関が存続する場合  合併後存続する金融機

関 

（３）分割、営業譲渡または事業譲渡により、営業または事業の全部を他の一の金融機関に

譲渡し、かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格を喪失する場合  営

業または事業を譲り受ける金融機関 

（４）分割、営業譲渡または事業譲渡により、交換に参加している全店舗の営業または事業

を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格

を喪失する場合  営業または事業を譲り受ける金融機関 

（５）分割または営業譲渡により、営業の全部または一部を当該準社員銀行の子会社である

金融機関、親会社である金融機関、または親会社の子会社である他の金融機関に譲渡し、

かつ、前条第 5 号または第 6 号により準社員銀行の資格を喪失する場合 

営業の全部または一部を他の一の金融機関に譲渡するときは、その金融機関 

 営業の全部または一部を他の複数の金融機関に譲渡するときは、その複数の金融機関

のうち当該準社員銀行が指定する一の金融機関 

（６）その他理事会が適当と認める場合  理事会が指定した金融機関 

 

第９条（準社員銀行の除名）  

 交換所は、準社員銀行がつぎの各号の一つにでも該当したときは、協会の総会（以下「総会」

という。）の決議により、これを除名することができる。 

（１）交換所および参加銀行の信用を毀損する行為があったとき 

（２）営業状態が危殆に瀕したと認められる事実があったとき 

（３）この規則または交換所の決定事項に著しく違反したとき 

 

第１０条（客員の参加） 

 日本銀行京都支店は、客員として、交換所の事業に参加するものとする。 
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第１１条（代理交換委託金融機関の参加） 

１．社員銀行および準社員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関で、

細則で定める基準に適合し、社員銀行または準社員銀行に代理交換を委託して交換所の事

業に参加しようとするものは、その委託を受けた銀行（以下「受託銀行」という。）との連

署による参加の申込書を提出して、理事会の承認を得なければならない。 

２．前項の承認を得たものは、第 17 条【加入金の納付】の加入金を完納した日からこの事業

に参加することができる。 

３．前項によりこの事業に参加するものを「代理交換委託金融機関」（以下「委託金融機関」

という。）という。 

 

第１２条（代理交換委託金融機関の脱退）  

 委託金融機関は、つぎの各号の一つにでも該当したときは、交換所の事業から脱退するもの 

とする。 

（１）受託銀行と連署した書面により脱退の申出をしたとき 

（２）受託銀行が交換所の事業から脱退したとき（脱退の日から 10 日以内に第 14 条に規定

する受託銀行変更の手続をとったときを除く。） 

（３）第 44 条【代理交換委託金融機関と受託銀行間の資金決済】に規定する決済資金の不足

金または第 45 条【不渡手形の代り金の払込】に規定する手形の代り金の払込みを行なわ

なかったとき 

（４）整理のために休業したとき 

（５）破産手続開始決定を受けたとき 

（６）解散したとき 

（７）第 13 条にもとづく他の金融機関による地位の承継 

（８）第 15 条【代理交換委託金融機関の除名】に規定する除名の決議あったとき 

 

第１３条（代理交換委託金融機関の地位の承継） 

 第 8 条【準社員銀行の地位の承継】の規定は、委託金融機関についてこれを準用する。 

この場合において、同文中「すでに社員銀行または準社員銀行の地位を有しているときを除き、」 

とあるのは、「すでに社員銀行、準社員銀行または委託金融機関の地位を有しているときを除 

き、」と読み替える。 

 

第１４条（代理交換受託銀行の変更）  

 委託金融機関は、受託銀行を変更しようとするときは、新旧受託銀行との連署による受託銀

行変更の申込書を提出して交換所の承認を得なければならない。 

 

第１５条（代理交換委託金融機関の除名）  

 第 9 条【準社員銀行の除名】の規定は、委託金融機関についてこれを準用する。 

 

第２節 加入金および経費分担金 

 

第１６条（社員銀行の経費負担） 

 社員銀行の経費負担については、定款で定めるところによる。 

第１７条（加入金の納付） 

 第 6 条【準社員銀行の参加】第 1 項または第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】第 1 項 

の規定によって理事会の承認を得たものは、加入金として、細則で定める基準により計算した 

金額を交換所に納付しなければならない。 

 

第１８条（経費分担金の納付等） 

１．準社員銀行および委託金融機関は、毎年、経費分担金として、細則で定める基準により

計算した金額を交換所に納付しなければならない。 
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２．準社員銀行および委託金融機関は、前項の経費分担金のほか、臨時経費について総会の 

決議があったときは、臨時経費分担金として、その決議にもとづき計算した金額を交換所 

に納付しなければならない。 

３．委託金融機関は、受託銀行が代理交換を受託したことにより生ずる費用および相当の手

数料を受託銀行に支払うものとする。 

 

第１９条（加入金等の返還請求） 

 準社員銀行および委託金融機関は、いったん交換所に納付した加入金および経費分担金の返 

還を請求することはできない。 

 

第３節  保証金 

 

第２０条（保証金の差入れ） 

 社員銀行、準社員銀行および委託金融機関は、保証金として、細則で定める金額を交換所に

差入れなければならない。 

 

第２１条（保証金の充当） 

１．交換所は、第 40 条【交換尻不足金の不払】、第 43 条【手形代り金不払時の措置】また 

は第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】の規定により保証金を充当するほか、 

保証金を差入れたものがいったん交換に持出した手形、小切手等に起因する義務を履行し

ない場合において、相手銀行から請求があったときは、保証金を当該銀行に対する支払い

に充当することができる。 

 ２．交換所は、保証金を差入れたものが交換所の事業から脱退した場合において、その脱退

の日から 5 日を経過し､かつ、留保の必要がないと認めたときは、その保証金を返還するも

のとする。 

 

 

第３章 手 形 交 換 

 

第１節 総則 

 

第２２条（交換証券） 

１．社員銀行（委託社員銀行を除く。）、準社員銀行および客員（以下「加盟銀行」という。）

は、参加銀行において支払うべき手形、小切手をこの章の規定により交換に付すものとす

る。ただし、第 28 条【欠席銀行宛手形の取扱い】の交換方が欠席した銀行宛の手形、小切

手および第 40 条【交換尻不足金の不払】第１項、第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】

または第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】第１項の規定により返還された手

形、小切手はこのかぎりでない。 

２．加盟銀行は、利札、郵便為替証書、配当金領収証、その他金額の確定した証券で当該銀

行において領収すべき権利の明らかなものを交換に付すことができる。 

３．前 2 項により交換に付すいっさいの証券は、この章においてこれを「手形」という。   

 

第２３条（交換参加店） 

 交換に参加する店舗（加盟銀行が委託した銀行法第七章の三に規定する「銀行代理業者」の 

営業所等を含む。次条においても同じ。）は、加盟銀行の店舗のうち京都市内に所在する店舗と 

する。ただし、京都市外に所在する店舗でも、交換所が承認した場合にはこの交換に参加する 

ことができる。 

 

第２４条（交換母店、不渡受入母店） 

１．加盟銀行は、交換に関する事務を統轄する店舗または事務所を、交換母店として定める

ものとする。 
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２．加盟銀行は、前項の交換母店とは別に第 41 条【不渡手形の返還】および第 42 条【持帰

り後の混入手形の返還等】に規定する不渡手形および混入手形の受入れに関する事務を行

なう店舗を、不渡受入母店として定めることができる。 

 

第２５条（交換印） 

１．加盟銀行は、交換に付す手形にはすべて交換印を押捺しなければならない。 

２．加盟銀行は、交換印が押捺されている手形に対しては、交換を経由しないで直接に支払

ってはならない。 

 

第２６条（交換方） 

１．加盟銀行は、交換方を定め、当該銀行が交換所において行なうべき交換事務を行なわせ

るものとする。 

２．加盟銀行は、交換に関して交換方が行なった行為について、いっさいの責任を負うもの 

とする。 

３．交換方は、交換事務の執行につき交換所の指揮に従うものとする。 

 

第２７条（交換室への出席） 

 加盟銀行は、交換に付すべき手形の有無にかかわらず、交換時間に交換方を交換室に出席さ

せなければならない。 

 

第２８条（欠席銀行宛手形の取扱い） 

 加盟銀行は、交換方が欠席した銀行に対し、当該欠席銀行が支払うべき手形を当日の交換に 

組入れることはできない。 

 

第２９条（交換持出手形の記録） 

 加盟銀行は、交換に付す手形の要件またはこれに準ずる事項を記録しておかなければならな 

い。それを怠ったため、相手銀行に損害を及ぼしたときは、持出銀行が責任を負うものとする。 

ただし、持帰銀行交換方が枚数の点検を怠ったときはこのかぎりでない。 

 

第３０条（交換関係帳票の保存） 

 加盟銀行は、細則で定めるところにより交換関係の帳票を保存しなければならない。 

 

第２節 交換手続 

 

第３１条（交換開始および結了時刻） 

 交換所の交換は、毎日（銀行の休業日を除く。）午前 9 時 40 分に開始し、同 10 時 10 分まで 

に結了するものとする。ただし、開始定刻前でも、加盟銀行全行の交換方が出席し持出手形の 

配付を完了した場合は、交換を開始することができる。 

 

第３２条（持出手続） 

１．交換方は、持出手形を銀行別に区分して、その枚数および金額を記入した交換添表（様

式第 1 号）を作成し、かつ、その枚数、金額の合計を交換高表（様式第 2 号）の貸方に記

入して、手形とともに持参するものとする。 

２．持出手形のうち、金融機関共同コードの印字のある手形についてＭＩＣＲ方式による金

額印字を行なう場合には、細則第 19 条【金融機関共同コードの印字】に定める方法による

ものとする。 

 

第３３条（交換手続） 

１．交換方は、交換開始定刻までに交換室に出席して、交換添表とともに手形を配付しかつ 

交換高表を交換所に差出すものとする。 

２．交換開始後は手形を追加することができない。 
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第３４条（持帰手形の点検および交換高表の作成） 

１．交換方は、手形の配布を受けたときは、交換添表によって手形の枚数を点検し、その枚

数および金額の合計を、交換所からいったん返戻された交換高表の借方に記入して交換尻

を算出し、調印のうえ交換所に差出すものとする。 

２．前項の点検により枚数の相違を発見したときは、ただちに相手銀行交換方に取調べを求

め、必要な措置をとるものとする。 

３．第 1 項の点検により他の加盟銀行宛の手形（以下「混入手形」という。）を発見したとき

は、細則第 39 条により処理するものとする。 

 

第３５条（交換決算簿への記入と確認） 

 交換所は、交換方から差出された交換高表を点検し、その計数を交換決算簿に記入して計算 

の確実なことを認めたうえ、交換尻振替の手続を行なうものとする。 

 

第３６条（交換違算金の清算） 

１．加盟銀行は、交換違算金が発生した場合には、すみやかに原因を究明し関係銀行間にお 

いて清算するものとする。 

２．交換違算金の清算は、原則として交換日から 6 か月以内に行なうものとする。 

 

第３節 交換尻決済 

 

第３７条（決済方法） 

１．交換尻の決済は、交換日において日本銀行京都支店における加盟銀行（客員を除く。以

下この節において同じ。）および協会の当座勘定の振替により行なうものとする。 

２．交換所は交換結了後、ただちに交換総決算表（様式第 3 号）を作成し、これに調印して

日本銀行京都支店に提出しなければならない。 

 

第３８条（交換尻の振替請求）  

１．加盟銀行は、交換尻が借方となったときは交換尻振替請求書（甲号）（様式第 4 号）を、

貸方となったときは交換尻振替請求書（乙号）（様式第 4 号）を作成し、これに交換方調印

のうえ、交換所の証印を受けて、日本銀行京都支店に提出するものとする。 

２．日本銀行京都支店は、前項により提出を受けた交換尻振替請求書にもとづき、交換日の

午後0時３0分（日本銀行京都支店が別の時刻を指定した場合には当該時刻とする。）から、

加盟銀行のうち交換尻が借方となったもの（以下「借方銀行」という。）の日本銀行京都支

店における当座勘定から順次交換尻相当額を引き落してこれを協会の日本銀行京都支店に

おける当座勘定（以下「決済勘定」という。）に入金し、決済勘定へのすべての入金が完了

した後、加盟銀行のうち交換尻が貸方となったもの（以下「貸方銀行」という。）の交換尻

相当額を決済勘定から引き落してこれを貸方銀行の日本銀行京都支店における当座勘定に

順次入金することにより、加盟銀行の交換尻の振替決済を行なう。 

  

第３９条（交換尻不足金の払込） 

 加盟銀行は、交換尻が借方となった場合において、日本銀行京都支店における当座勘定の資 

金が前条の交換尻振替請求の金額に満たないときは、その不足金額を当日の午後 0 時 30 分ま 

でに日本銀行京都支店に払込まなければならない。 

 

第４０条（交換尻不足金の不払）  

１．交換所は、借方銀行が前条に規定する時限までにその払込みを行なわなかったときは、

ただちにその旨を加盟銀行に通知し、当日、その借方銀行と交換上貸借関係にある加盟銀

行を招集して、その借方銀行が持出した手形および持帰った手形を繰戻し、新たに交換尻

決済の手続を行なう。ただし、その借方銀行の不足金額が、第 20 条【保証金の差入れ】の

規定により差入れた保証金の金額以内であるときは、交換所は当該保証金をその不足金額
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に充当して交換を結了させることができる。 

２．交換所は、前項により手形の繰戻しを行なう場合に、新たな交換尻決済の時刻が午後 0

時 30 分より大幅に遅れると判断したときは、手形の繰戻しに先立ち、加盟銀行の交換尻を

再算出のうえ、すみやかに日本銀行京都支店に交換尻決済の手続を行なうものとする。 

３．交換所は、第１項の規定により手形を繰戻す場合において、繰戻す手形のうちに交換済

または支払済の印を押捺した手形があるときは、付箋により支払未済の旨を証明するもの

とする。 

 

第４節 手形の返還 

 

第４１条（不渡手形の返還） 
１．加盟銀行は、持帰手形のうちに自行宛の手形で支払いに応じがたい手形（以下「不渡手

形」という。）があるときは、当該手形に不渡の事由を記載し、交換日の翌営業日の持出銀

行宛の持出手形に組み入れるものとする。ただし、やむを得ない理由によりこの取扱いが

できない場合は、交換日の翌営業日午前 10 時までに持出銀行の細則第 42 条【店頭返還す

る不渡手形の返還場所】で定める店舗の店頭（以下「持出銀行の店頭」という。）に返還し、

その代り金を受取るものとする。 

２．前項にかかわらず、細則第 41 条で定める不渡手形については、その定める時限までに持

出銀行の店頭に返還しその代り金を受取るか、またはその定める方法によることができる。 

  

第４２条（持帰り後の混入手形の返還等） 

１．加盟銀行は、手形持帰り後に混入手形を発見したときは、交換日の午前 11 時 40 分まで

に持出銀行に通知し、当該手形に混入の旨を記載して、つぎのいずれかによって処理する

ものとする。ただし、第 3 号によって処理する場合には、持出銀行への通知を省略するこ

とができる。 

（１） 交換日の午後 3 時までに自行の店頭において持出銀行に返還し、その代り金を受取る。 

 （２）持出銀行と協議し、翌営業日の持出銀行宛の持出手形に組入れる。ただし、不渡手形

を除く。 

 （３）当該手形の宛先銀行と協議し、交換日の午後 3 時までに、直接当該銀行に手交し、そ

の代り金を受取る。 

（４）前 3 号のほか、関係銀行間で合意あるときは、その合意した方法により受渡しを行な

い、その代り金を受取る。 

２．加盟銀行は、前項の通知を遅延したときは､当該手形を持出銀行の希望する方法により返

還するものとする。ただし、不渡手形については通知の遅延を認めない。 

３．加盟銀行は、第 1 項第 1 号の規定により混入手形を返還する場合において、持出銀行が

当該時限までに買戻しを行なわなかったときは、第 41 条【不渡手形の返還】第 1 項に規

定する方法により返還することができる。 

４．第 1 項および第 2 項により混入手形の返還を受けた加盟銀行は、正当宛先銀行に対し、

同日の営業時間中に呈示をして、自己宛小切手または手形代り金支払通知書を受けること

ができる。 

  

第４３条（手形代り金不払時の措置） 

１．加盟銀行は、第 41 条【不渡手形の返還】に規定する方法により手形を店頭に返還する場

合において、持出銀行がその代り金を支払わないときは、ただちに、その旨を交換所に届

出るものとする。 

２．交換所は、前項の届出を受けた場合には、その事実を審査し、必要と認めたときは、第

40 条【交換尻不足金の不払】の規定に準じて処理するものとする。 

 

第５節 代理交換 
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第４４条（代理交換委託金融機関と受託銀行間の資金決済） 

１．代理交換によって生ずる委託金融機関と受託銀行との資金決済は、交換日において、受

託銀行における委託金融機関の当座勘定により行なうものとする。 

２．委託金融機関は、前項の当座勘定の資金が代理交換によって生ずる債務の支払いに不足

するときは、その不足金額を当日の午後 0 時 30 分までに受託銀行に払込まなければなら

ない。 

 

第４５条（不渡手形の代り金の払込）  

 受託銀行は、委託金融機関の持出しにかかる手形の返還を受けたときには、その代り金を支 

払うものとする。この場合において、委託金融機関は当該代り金の支払資金をただちに受託銀 

行に払込まなければならない。 

 

第４６条（代理交換委託金融機関の不足金の不払）  

１．受託銀行は、委託金融機関が前 2 条に規定する払込みを行なわなかったときは、ただち

に交換所に届出るものとする。 

２．交換所は、前項の届出があった場合には、ただちにその旨を加盟銀行に通知し当日、当

該受託銀行と交換上貸借関係にある加盟銀行を招集して、その受託銀行が持出した当該委

託金融機関にかかる手形および持帰った当該委託金融機関にかかる手形（いずれも不渡手

形除く。）を繰戻し、新たに交換尻決済の手続を行なう。ただし、受託銀行の立替金額が第

20 条【保証金の差入れ】の規定により当該委託金融機関の差入れた保証金の金額以内であ

る場合に、受託銀行が当該保証金の充当を交換所に請求したときは、交換所は、その請求

により当該保証金を受託銀行の立替金額に充当して交換を結了させるものとする。 

３．交換所は、前項本文の規定により手形の繰戻しを行なう場合に、新たな交換尻決済の時

刻が午後 0 時 30 分より大幅に遅れると判断したときは、当該繰戻しを行なわずに、交換

尻決済の手続を行なうことができるものとする。 

４．前項により交換所が交換尻決済の手続を行なったときは､加盟銀行は、受託銀行が持出し

た当該委託金融機関にかかる手形および持帰った当該委託金融機関にかかる手形（いずれ

も不渡手形を除く。）を交換日の翌営業日の持出銀行宛の持出手形に組入れるか、または交

換日の翌営業日午前 10 時までに持出銀行の店頭に返還し、その代り金を受取る方法により

繰戻すものとする。 

５．交換所は、第 1 項の届出を受けたときおよび第 3 項の規定により交換尻決済の手続を行

なったときは、ただちにこれを参加銀行に通知するものとする。 

６．交換所は、第 2 項または第 4 項の規定により手形を繰戻す場合において、繰戻す手形の

うちに交換済または支払済の印を押捺した手形があるときは、付箋により支払未済の旨を

証明するものとする。 

 

第４７条（代理交換委託金融機関の準用規定） 

 第 22 条から第 25 条まで、第 29 条および第 41 条から第 43 条までの規定は、委託金融機関 

にこれを準用する。 

 

第６節 雑則 

 

第４８条（緊急措置） 

１．交換所は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または交換所もしくは交換参加店（交

換母店を含む。）における爆破、不法占拠等により、この規則によって交換を実施すること

が困難または不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、ただちに必要な措

置をとり、理事会に報告しなければならない。 

２．交換所は、前項の事態が長期にわたることが予想される場合には、理事会の決定により

必要な措置をとるものとする。 

３．交換所は、第 1 項または第 2 項の措置をとる場合において、必要あるときは日本銀行京
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都支店と協議するものとする。 

  

第４９条（事故処理）  

１．交換所において交換した手形の不渡または交換の錯誤等により生じた紛議は、その関係

銀行間において処理するものとする。 

２．ＭＩＣＲ方式による金額の印字に誤印字があったために、支払銀行とその取引先との間

に紛議を生じたときは、支払銀行の責任においてこれを処理するものとする。 

 

第５０条（関連規定） 

 手形交換に関する手続は、この章の規定によるほか、理事会で定める予備交換規定および夜 

間交換規定による。 

 

 

第４章 取 引 停 止 処 分 

 

第５１条（取引停止処分） 

１．手形または小切手（この章において「手形」という。）の不渡があったときは、約束手形

もしくは小切手の振出人または為替手形の引受人（以下「振出人等」という。）に対して、

この章の定めるところにより、取引停止処分をするものとする。 

２．参加銀行は、取引停止処分を受けた者に対し、取引停止処分日から起算して 2 年間、当

座勘定および貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出はこのか

ぎりでない。 

 

第５２条（不渡届） 

１．手形の不渡があったときは、当該手形の支払銀行および持出銀行は、つぎの各号の不渡

届を交換所に提出しなければならない。ただし、取引停止処分中の者にかかる不渡および

細則第 58 条【不渡事由等】で定める適法な呈示でないこと等を事由とする不渡については、

不渡届を提出しないものとする。 

（１）不渡事由が「資金不足」または「取引なし」の場合  第 1 号不渡届 

（２）不渡事由が前号以外の場合  第 2 号不渡届 

２．不渡届の提出は、支払銀行は交換日の翌営業日の午前 10 時までとし、持出銀行は交換日

の翌々営業日の午前 10 時までとする。ただし、交換日の翌営業日に店頭返還した場合には、

支払銀行は、不渡届を交換日の翌々営業日の午前 10 時までに提出するものとし、その不渡

届には店頭返還の旨を表示する。 

 

第５３条（不渡報告） 

  交換所は、不渡届の提出があったときは、つぎの各号にかかげる場合を除き、交換日から

起算して営業日 4 日目に当該振出人等を不渡報告に掲載して参加銀行へ通知する。 

（１）不渡届に対して異議申立が行なわれた場合 

（２）不渡届が取引停止処分を受けている者にかかる場合 

（３）交換日の翌々営業日の営業時限（午後 3 時）までに第 57 条【不渡報告および取引停

止処分の取消】第 1 項または第 2 項に規定する取消の請求があった場合 

 

第５４条（取引停止報告） 

１．不渡報告に掲載されたものについて、その不渡届にかかる手形の交換日から起算して 6

か月以内の日を交換日とする手形にかかる 2 回目の不渡届が提出されたときは、つぎの各

号にかかげる場合を除き、取引停止処分に付すものとし、交換日から起算して営業日 4 日

目にこれを取引停止報告に掲載して参加銀行へ通知する。 

（１）不渡届に対して異議申立が行なわれた場合 

（２）交換日の翌々営業日の営業時限（午後 3 時）までに第 57 条【不渡報告および取引停

止処分の取消】第 1 項または第 2 項に規定する取消の請求があった場合 
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２．第 51 条【取引停止処分】第 2 項の取引停止処分日は、前項による通知を発した日とす

る。 

  

第５４条の２（不渡情報の適正な管理） 

 １．交換所および参加銀行は、第 52 条【不渡届】に規定する不渡届、第 53 条【不渡報告】

に規定する不渡報告および第 54 条【取引停止報告】に規定する取引停止報告にかかる情報

（以下、これらの情報を「不渡情報」という。）について漏えい等が生じないよう適正に管

理しなければならない。 

 ２．交換所は、細則で定める場合を除き、参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはなら

ない。 

 ３．参加銀行は、不渡情報を手形取引の円滑化の確保および当該参加銀行の与信取引上の判

断のためにのみ利用するものとし、当該参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはなら

ない。 

 ４．交換所および参加銀行は、細則で定める安全管理に沿った措置を講じるものとする。 

 

第５４条の３（不渡情報の共同利用） 

１．不渡情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条

第 4 項第 3 号の規定を適用し、交換所および参加銀行のほか細則で定める者（以下「共同

利用者」という。）との間で共同して利用するものとする。 

２．前項により不渡情報を共同して利用する場合には、共同利用者は、細則で定める方法に

よりその目的等を継続的に公表するものとする。 

 

第５４条の４（取引停止処分等にかかる緊急措置） 

１．交換所は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または交換所もしくは交換参加店（交

換母店を含む。）における爆破、不法占拠等により、第 53 条【不渡報告】および第 54 条

【取引停止報告】の規定にもとづく不渡報告への掲載または取引停止処分を行なうことが

不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、ただちに必要な措置をとり、理

事会に報告しなければならない。 

２．交換所は、前項の事態が長期にわたることが予想される場合には、理事会の決定により

必要な措置をとるものとする。 

 

第５５条（異議申立） 

１．支払銀行は、第 52 条【不渡届】第 1 項の第 2 号不渡届に対し、交換日の翌々営業日の

営業時限（午後 3 時）までに、交換所に不渡手形金額相当額（以下「異議申立提供金」と

いう。）を提供して異議申立をすることができる。ただし、不渡の事由が偽造または変造で

ある場合は、交換所に対し、異議申立提供金の提供の免除を請求することができる。 

この請求にあたっては、異議申立書に細則第 60 条で定める証明資料を添付しなければな

らない。 

２．交換所は、前項ただし書きによる請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審

議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金の提供を免除する

ものとする。  

 

第５６条（異議申立提供金の返還） 

１．交換所は、つぎの各号にかかげる場合において、支払銀行から請求があったときは、異

議申立提供金を返還するものとする。 

（１）不渡事故が解消し、持出銀行から交換所に不渡事故解消届が提出された場合 

（２）別口の不渡により取引停止処分が行なわれた場合 

（３）支払銀行から不渡報告への掲載または取引停止処分を受けることもやむを得ないもの

として異議申立の取下げの請求があった場合 

（４）異議申立をした日から起算して２年を経過した場合 
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（５）当該振出人等が死亡した場合 

（６）当該手形の支払義務のないことが裁判（調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力

を有するものを含む。）により確定した場合 

（７）持出銀行から交換所に支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合 

２．前項第 5 号または第 6 号の規定により異議申立提供金の返還を請求する場合には、その

請求書に当該事実を証する資料を添付しなければならない。 

３．第 1 項第 3 号により異議申立提供金を返還した場合には、その返還した日を交換日とす

る不渡届が提出されたものとみなして第 53 条【不渡報告】または第 54 条【取引停止報告】

の規定を適用する。第 1 項第 1 号、第 2 号および第 4 号から第 6 号までの事由により異議

申立提供金を返還した場合には、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものと

し、第 7 号の事由により異議申立提供金を返還した場合には、次条によるほかは不渡報告

への掲載または取引停止処分に付さないものとする。 

４．支払銀行は、手形の不渡が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その

他これらに相当する事由によるものと認められる場合には、交換所に対し、異議申立提供

金の返還を請求することができる。この場合においては、その請求書に細則第 60 条【異議

申立の特例】で定める証明資料を添付しなければならない。 

５．交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その

請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金を返還する。 

 

第５６条の２（支払義務の確定後における取引停止処分等） 

１．持出銀行は、異議申立にかかる不渡手形について振出人等に当該不渡手形金額全額の支

払義務のあることが裁判により確定した後においても当該手形の支払がなされていない場

合には、細則で定めるところにより、交換所に対し、当該不渡手形の振出人等の不渡報告

への掲載または取引停止処分の審査を請求することができる。 

２．交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その

請求を理由があるものと認めるときは、同委員会の最終審査日を交換日とする不渡届が提

出されたものとみなして第 53 条【不渡報告】または第 54 条【取引停止報告】の規定を適

用するものとする。 

  

第５６条の３（保険事故発生時における異議申立提供金の返還） 

 交換所は、第 55 条【異議申立】第 1 項の規定により異議申立提供金を提供した支払銀行に

預金保険法で定める保険事故が生じた場合には、細則で定める手続により、当該支払銀行に異

議申立提供金を返還する。 

この場合、当該異議申立に係る振出人等は、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さな

いものとする。 

 

第５７条（不渡報告および取引停止処分の取消） 

１．不渡報告または取引停止処分が参加銀行の取扱錯誤による場合には、当該銀行は交換所

に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求しなければならない。 

２．不渡報告または取引停止処分が参加銀行以外の金融機関の取扱錯誤による場合には、参

加銀行は当該金融機関の依頼にもとづき、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の

取消を請求することができる。 

３．交換所は、前 2 項の請求を受けたときは、ただちに、不渡報告または取引停止処分を取

消すものとする。 

 

第５８条（偽造、変造等の場合の不渡報告および取引停止処分の取消） 

１．不渡報告または取引停止処分が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在

その他これらに相当する事由の手形について行なわれたものと認められる場合には、当該

手形の振出人等と関係のある参加銀行は、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の

取消を請求することができる。この場合においては、取消請求書に細則第 60 条【異議申立
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の特例】で定める証明資料を添付しなければならない。 

２．交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その

請求を理由があるものと認めるときは、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。 

 

第５９条（取引停止処分等の解除） 

１．参加銀行は、取引停止処分を受けた者について著しく信用を回復したとき、その他相当

と認められる理由があるとき、または不渡報告に掲載された者について相当と認められる

理由があるときは、交換所に対し、その解除を請求することができる。この場合において

は、請求書に細則第 66 条【取引停止処分等の解除】で定める証明資料を添付しなければな

らない。 

２．交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その

請求を理由があるものと認めるときは、取引停止処分を解除するものとする。 

 

第６０条（不渡手形審査専門委員会） 

 交換所は、不渡手形審査専門委員会を設置し、この章で定める事項その他必要な事項を審議 

させるものとする。 

 

 

第５章 手 形 交 換 一 時 停 止 時 ・ 脱 退 時 緊 急 措 置 

 

第１節 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置の認定 

 

第６１条（手形交換一時停止時緊急措置の認定等）  

 １．参加銀行は、銀行法等法令の定めに従って臨時にその業務を休止・停止することに伴い、

手形交換にかかる交換尻等の決済を停止する場合には、ただちに手形交換を一時停止する

旨の届（以下「一時停止届」という。）を交換所に提出しなければならない。この場合にお

いて、当該参加銀行（以下、「一時停止銀行」という。）が一時停止届を提出できないとき

は、交換所は、その業務の休止・停止にかかる届出・命令等を確認することにより、一時

停止届が提出されたものとして取扱うことができるものとする。 

 ２．委託金融機関（委託社員銀行を含む。以下同じ。）が前項の一時停止届を提出するときは、

受託銀行（受託社員銀行を含む。以下同じ）と連署のうえ提出するものとする。 

 ３．交換所は、前 2 項の規定により一時停止届が提出された場合（第 1 項後段の規定により

一時停止届が提出されたものとして取扱う場合を含む。）において、手形・小切手の所持人

の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、一時停止銀行についてその銀行を支払

場所（小切手の場合は支払人。以下同じ。）とする手形・小切手の交換所における呈示およ

びこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認定（以下「一時停止時緊急措置の

認定」という。）を行なうものとする。 

 

第６２条（一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了） 

 １．一時停止銀行は、銀行法等法令の定めに従ってその業務を再開することに伴い、手形交

換にかかる交換尻等の決済を再開するときは、手形交換を再開する旨の届（以下「再開届」

という。）を交換所に提出しなければならない。 

 ２．委託金融機関が前項の再開届を提出するときは､受託銀行と連署のうえ提出するものとす

る。 

 ３．一時停止時緊急措置の認定に伴う措置は、手形交換の再開または交換所の事業からの脱

退により終了するものとする。 

 

第６３条（手形交換脱退時緊急措置の認定等）  

 １．交換所は、参加銀行について、第 5 条【社員銀行の参加、脱退等】、第 7 条【準社員銀行

の脱退】または第 12 条【代理交換委託金融機関の脱退】に規定する脱退事由が発生した場

合において、手形・小切手の所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、当
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該参加銀行（以下「脱退事由発生銀行」という。）についてその銀行を支払場所とする手形･

小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認

定（以下「脱退時緊急措置の認定」という。）を行なうものとする。 

 ２．脱退時緊急措置の認定があった場合には、脱退事由発生銀行は、第 64 条【一時停止時・

脱退時緊急措置】に規定する措置を行なうために必要な範囲内においてなお交換所の事業

に参加しているものとして取扱う。 

 ３．脱退時緊急措置の認定に伴う措置は、交換所がその必要がないと認めて同措置の認定を

取り止めた場合に終了するものとし、この場合に脱退事由発生銀行は交換所の事業から脱

退するものとする。 

 

第２節 一時停止時・脱退時緊急措置時における手形交換の特例 

 

第６４条（一時停止時・脱退時緊急措置）  

 １．一時停止時緊急措置の認定を受けた一時停止銀行（以下「緊急措置認定銀行」という。）

は、認定日以降第 31 条【交換開始および結了時刻】に規定する交換時間中、係員を交換室

に出席させるものとする。 

 ２．緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、緊急措置認定銀行を支払場所とする手形・小切手

を交換所に持出し、当該銀行に支払いのための呈示を行なうことができるものとする。 

   緊急措置認定銀行は、自行を支払場所とする手形・小切手が交換所において呈示された

場合には、当該手形・小切手に細則で定める不渡の事由を記載した付箋を貼付して持出銀

行に返還するものとする。 

 ３．緊急措置認定銀行は、他の参加銀行を支払場所とする手形・小切手を交換所に持出すこ

とはできないものとする。 

４．第 2 項の規定により呈示された手形・小切手の計数は、第 34 条【持帰手形の点検およ 

び交換高表の作成】第 1 項に規定する交換尻の算出にあたり、これを含めないものとする。 

５．交換所は、緊急措置認定銀行にやむを得ない理由があるときは、第 2 項に規定する付箋

の貼付ならびに返還手続を当該銀行に代わって行なうことができるものとする。 

６．前 5 項の規定は、脱退時緊急措置の認定があった場合にこれを準用する。 

 

第６５条（一時停止時緊急措置時における繰戻し手続）  

 交換所は、一時停止時緊急措置の認定をした場合において、前条に規定する措置が適用され 

る日（以下「業務停止日」という。）に緊急措置認定銀行にかかる手形、小切手および第 22 条 

【交換証券】第 2 項に規定する証券（以下この節において「手形」という。）が第 33 条【交換 

手続】および第 50 条【関連規定】の規定により、すでに相手方銀行に持出されているときは、 

第 40 条【交換尻不足金の支払】および第 46 条【代理交換委託金融機関の不足金の不払】の規 

定に準じて繰戻しの手続を行なったうえ、前条の規定により取扱うものとする。 

 

第６６条（一時停止時緊急措置時における不渡手形の返還） 

１．一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行を除く参加銀行は、 

業務停止日の前営業日までの持帰手形のうちに緊急措置認定銀行持出にかかる不渡手形が

あるときは、当該手形に不渡の事由を記載し、業務停止日に交換所において緊急措置認定

銀行に返還するものとする。この場合、緊急措置認定銀行に対する不渡手形の代り金の請

求を当該代り金を交換尻の算出に含める方法により行なうことは、一時停止時緊急措置の

認定に伴う措置の終了まで留保するものとする。ただし、緊急措置認定銀行が委託金融機

関であるときは、緊急措置認定銀行の受託銀行に第 41 条【不渡手形の返還】に規定する方

法により当該不渡手形を返還し、その代り金を受取るものとする。 

２．一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行は、業務停止日の

前営業日までの持帰手形のうちに参加銀行持出にかかる不渡手形があるときは、当該手形

に不渡の事由を記載し、業務停止日に交換所において持出銀行に返還するものとする。た

だし、緊急措置認定銀行が加盟銀行であるときは、不渡手形の代り金の請求を当該代り金
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を交換尻の算出に含める方法により行なうことは、一時停止時緊急措置の認定に伴う措置

の終了まで留保するものとする。 

 

第６７条（一時停止時緊急措置時における混入手形の返還）  

 一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、緊 

急措置認定銀行に対しては、第 42 条【持帰り後の混入手形の返還等】の規定による混入手形の

返還はできないものとする。この場合、緊急措置認定銀行を除く加盟銀行は、当該手形の宛先

銀行と協議し、直接当該銀行に手形を手交し、その代り金を受取るものとする。 

 

第６８条（一時停止時緊急措置時における代理交換委託金融機関等の手形交換）  

 受託銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合には、当該 

受託銀行にかかる委託金融機関は、加盟銀行と協議のうえ交換所において直接、手形の交換を 

行ない適宜の方法によりその決済を行なうことができるものとする。 

 

第３節 一時停止時・脱退時緊急措置時における取引停止処分の特例 

 

第６９条（一時停止時緊急措置時等における不渡届）  

 第 64 条【一時停止時・脱退時緊急措置】の規定により不渡返還する手形･小切手については、 

第 52 条【不渡届】に規定する不渡届を提出しないものとする。 

 

第７０条（一時停止時緊急措置時における異議申立）  

１．支払銀行が一時停止時緊急措置の認定を受けた場合において、交換所に提出している第

2 号不渡届に対して異議申立をするにあたり、第 55 条【異議申立】の規定による異議申立

書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供ができないときは、交換所は、第

2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があったものとして

取扱い、異議申立書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供を一時停止時緊

急措置の認定に伴う措置の終了まで猶予するものとする。 

 ２．支払銀行が脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、交換所に提出している第 2 号

不渡届に対して異議申立をするにあたり、第 55 条【異議申立】の規定による異議申立提供

金の提供は要しないものとし、また、異議申立書および証明資料を提出できないときは、

交換所は、第 2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があっ

たものとして取扱い、異議申立書および証明資料の提出を免除するものとする。 

 

第７１条（一時停止時緊急措置時等における異議申立提供金の返還等）  

 １．持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合におい

て、第 56 条【異議申立提供金の返還】第 1 項第 1 号に規定する不渡事故解消届または第 7

号に規定する支払義務確定届もしくは差押命令送達届を交換所に提出することができない

ときは、支払銀行等関係銀行は、これらの届を交換所に提出することができる。 

 ２．交換所は、前項により支払銀行等関係銀行から交換所に不渡事故解消届、支払義務確定

届または差押命令送達届が提出された場合において、支払銀行から異議申立提供金の返還

請求があったときは、異議申立提供金を返還するものとする。 

 

第７２条（一時停止時緊急措置時等における支払義務確定後の取引停止処分等）  

 持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、 

第 56 条の 2【支払義務の確定後における取引停止処分等】に規定する不渡手形・小切手の振出 

人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査の請求ができないときは、支払銀行等関係 

銀行は、交換所に対し、これらの請求をすることができる。 

 

 

第６章 預金保険法に定める営業譲渡等に係る措置 
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第７３条（承継金融機関） 

１．参加銀行から預金保険法に定める営業譲渡等を受けた金融機関（預金保険法の定めによ

り設立された承継銀行を含む。）および当該営業譲渡等が行なわれるのと同日付で承継銀行

から預金保険法に定める営業譲渡等を受けた金融機関は、第 3 条【参加銀行】の定めにか

かわらず、承継金融機関として参加銀行に準じ、一時的に交換所の事業に参加することが

できるものとする。 

２．承継金融機関として参加しようとする金融機関は、届出書を提出して交換所の承認を得

なければならない。 

３．承継金融機関は、参加銀行であったか否かにかかわらず、預金保険法の定めにより営業

を他の金融機関に譲渡するもの（以下「譲渡金融機関」という。）が行なっていた従前の手

形交換の取扱いに準じて、交換証券を交換に付すことができるものとする。 

４．承継金融機関は、交換所の事業に参加した後、できるかぎりすみやかに承継金融機関と

しての参加を取り止め、必要に応じて第 5 条【社員銀行の参加、脱退等】、第 6 条【準社員

銀行の参加】、第 7 条【準社員銀行の脱退】、第 11 条【代理交換委託金融機関の参加】もし

くは第 12 条【代理交換委託金融機関の脱退】に規定する参加、脱退の申込、または第 14

条【代理交換受託銀行の変更】に定める委託先の変更の届出等を行なわなければならない。 

５．承継金融機関から営業譲渡等を受けて交換所の事業に参加しょうとする金融機関は、前

項に準じて必要に応じて参加もしくは脱退の申込、または委託先の変更の届出等を行なわ

なければならない。 

６．承継金融機関は、別途定める経費分担金を負担するものとする。 

  

第７４条（譲渡金融機関の手形交換脱退時緊急措置の認定等） 

１．交換所は、参加銀行について、預金保険法に定める営業譲渡等があった場合において、

手形・小切手所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、当該参加銀行につ

いてその銀行を支払場所とする手形または支払人とする小切手の交換所における呈示およ

びこれに付随する措置を緊急に行なう必要がある旨の認定（以下「預金保険法にかかる緊

急措置の認定」という。）を行なうことができるものとする。 

２．預金保険法にかかる緊急措置の認定があった場合には、当該参加銀行は、別途定める預

金保険法にかかる緊急措置を行なうために必要な範囲内においてなお交換所の事業に参加

しているものとして取扱う。 

３．預金保険法にかかる緊急措置の認定は、交換所がその必要がないと認めて取り止めた場

合に終了するものとし、この場合に当該参加銀行は交換所の事業から脱退するものとする。 

 

第７５条（交換手続等） 

 預金保険法に定める営業譲渡等にかかる手形交換に関する手続等については、別途定める取 

扱手続によるものとする。 

 

 

第７章 罰 則 

 

第７６条（交換方の遅刻）  

 １．加盟銀行は、その交換方が交換開始定刻までに交換添表とともに手形の配布を始めるこ

とができなかったときは、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わなければならない。 

 ２．加盟銀行は、当該銀行の交換方の出席が 10 分以上遅れたときは、当日の交換に持出手形

を持出すことはできない。また 20 分を過ぎても出席しないときは、その交換方は欠席した

ものとみなし、当該銀行宛の持出手形は、第 28 条【欠席銀行宛手形の取扱い】の規定によ

り取扱うものとする。 

 ３．前 2 項にかかわらず交換所が真にやむをえないと認めた場合には、このかぎりでない。 

 

第７７条（交換方の欠席）  

 加盟銀行は、正当な理由なく交換方が欠席したときは、交換所に対し過怠金 2 千円を支払わ 
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なければならない。 

 

第７８条（交換手続違反） 

 加盟銀行は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わ 

なければならない。 

（１）交換方が配付した交換添表に誤りがあったとき 

（２）交換高に誤りがあって、交換所からの違算発表後 10 分を過ぎても、なおその誤りを発見

することができなかったとき   ただし、その誤りが、他銀行から配付された交換添表

の記載不明確等に起因するときは、交換所はその程度に応じて本号過怠金を添表配付銀行

にまたは両者から等分に支払わせることができる。 

（３）交換高表を交換開始後 25 分を経過してなお交換所に差出さないとき 

 

第７９条（不渡届関係） 

 参加銀行は、第 52 条【不渡届】第 2 項に規定する時限までに不渡届を提出しなかったとき 

は、交換所に対し過怠金 1 百円を支払わなければならない。 

 

第８０条（取引停止処分関係） 

 参加銀行は、つぎの各号のいずれかに該当したときは、交換所に対し過怠金 1 万円を支払わ 

なければならない。 

（１）取引停止処分を受けた者と取引をしたとき 

（２）第 57 条【不渡報告および取引停止処分の取消】第 1 項または第 2 項の規定により不

渡報告または取引停止処分を取消したとき（不渡報告または取引停止報告の掲載前に取

消したときを含む。） 

 

第８０条の２（不渡情報の管理違反） 

１．交換所は、参加銀行が第 54 条の 2【不渡情報の適正な管理】または第 54 条の 3【不渡

情報の共同利用】第 2 項の規定に違反したときは、細則で規定する査定委員会の審議を経

たうえ、理事会の決議により、当該参加銀行に対してつぎの処分を決定し、処分内容の公

表を行なうことができるものとする。 

（１）勧告 

（２）1 百万円以下の過怠金の賦課 

（３）協会が設置・運営する取引停止処分者照会センターの利用停止 

（４）除名 

２．前項各号の処分については、併科することができるものとする。 

 
第８章 雑 則 

 

第８１条（付属規定） 

１．細則その他この規則の運営上必要な事項は、手形交換委員会の決議をもってこれを定め

ることができる。 

  ただし、手形交換委員会において理事会に付議することが適当と認める場合には、理事

会に付議するものとする。 

２．日本銀行京都支店において、この規則と異なる定めをしている場合には、その定めると

ころによる。 

 

第８２条（規則改正） 

  １．この規則の改正は、理事会の決議によるものとする。ただし、理事会において総会に付 

議することが適当と認める場合には、総会に付議するものとする。この場合、出席員の過 

半数の同意をもって決定するものとする。 

２．前項の規定により決議した規則のうち、第 1 条から第 15 条、第 20 条、第 21 条、第 37
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条から第 40 条、第 43 条から第 49 条、第 51 条、第 52 条、第 54 条の 4、第 59 条、第 61

条から第 75 条、第 81 条第 2 項および本条の規定の改正の実施にあたっては、日本銀行京

都支店の承認を得て実施するものとする。 

 

以 上 


